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コロナ禍で女性が置かれた状況と課題

　「もやい」は日本国内の貧困問題に取り組む団体と
して、生活困窮者への相談支援や入居支援、居場所づ
くりや孤立している人に向けてのコミュニティづくり、
生活保護や社会保障制度の提言などを行っています
（シート１）。コロナ前は年間約4,000件の生活保護
の相談や、入居支援事業として住まいがない方に対し
て延べ2,400世帯の連帯保証人、800世帯の緊急連絡
先を引き受けていました。

新型コロナウイルスの影響

2020年２月以降にコロナ関連の相談が急増

　当団体に最初にコロナ関係の相談が来たのは、感染
者の報道がされ始めた2020年２月の終わり頃です。
大規模イベントの自粛が要請された直後に、イベント

の設営、解体、警備などに携わっていた日雇いや契約
で働いていた人から、失業してしまったということで
相談を受けました。ほかにも、小中高の一斉休校の要
請があった際には、シングルマザーの人たちからの相
談がありました。１回目の緊急事態宣言が発出された
際には、飲食店で働いていた人や営業自粛となった
ネットカフェなどに寝泊まりしていた人、夜の街で働
いていた人からの相談も多く寄せられました。
　私たちも今回の相談状況は、場合によってはリーマ
ン・ショック以上の大きな不況、雇用へのインパクト
があるのではないかと考えており、組織のあり方や相
談体制を大きく見直して対応しています。相談活動に
ついては医師の指示のもとで感染予防を徹底していて、
クラスターを起こさないための対策を行うことを大前
提としていますが、プラスして、生活が困窮する人が
かなり増えることを想定して、事業を増やして対応し
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シート１

コロナ禍での生活困窮者の状況
――もやいの活動から
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ています。

東京都庁下での食料品配布人数が
300人超に

　コロナ禍で拡大して行っている活動
の１つに、新宿の東京都庁下で毎週土
曜日に行っている食料品の配布と相談
会があります。こちらはもともと別の
団体が2014年から隔週で行っていま
したが、2020年４月以降は当団体も
合流して、現在は毎週土曜日に食料品
の配布や医療・生活相談など、ワンス
トップの体制を整えて実施しています
（シート２）。
　2020年４月時点で訪れる人の数は
100人ほどでしたが、徐々に増えて、
６月の緊急事態宣言が解除された頃に
は180人ほどになりました（シート３）。
その後、少し落ち着いたのですが、
2021年１月くらいに初めて200人を
超え、３月以降は300人を超えるのが
当たり前の状況になり、５月29日に
は363人もの人が訪れました。
　コロナ前は60人、70人ほどが普通
だったので、この１年間でちょっと信
じられないような人数が私たちのとこ
ろに食料品を求めて訪れている状況で
す。これまでで食料品配布は1.2万人
分以上、マスクは1.5万枚分を配布し
ていて、いずれも昨年比２～2.5倍の
人数になっています。
　また、食料支援としてはほかにも、保証人を引き受
けている500世帯へのお米10kgの提供や、野宿者支
援団体、外国人支援団体などへの約５トンの物資支援
も実施しています。

幅広い人に生活上の困難のリスクが

　相談事業については、コロナ禍では例年の1.5倍以
上の相談を受けています。不要不急の相談は少し待っ
てもらうようお願いしているのですが、それでもこれ
だけ増えているというのは私たちとしてもかなり大き
な衝撃があります。相談に来る緊急性の度合いもまち

まちで、「所持金が数百円しかない」「家賃滞納により
追い出されて野宿に近い」といった状態の人もいれば、
「仕事は何とかしているがこのまま貯金が減っていく
と生活保護を利用しないといけない」というような状
態で相談に来る人もいます。「休業補償などの支援情
報を知りたい」といったニーズも増え、本当に幅広い
人に生活上の困難のリスクが広がっていることを感じ
ます。
　また、入居支援事業については、2020年９月から
アパート型のシェルターの運営を開始しています。ア
パートの部屋を借り上げて、住まいがない人が次の部

毎週、土曜日に新宿都庁下にて、
食料品配布と相談会を実施。

土曜の相談会は毎回、
・150～350人に食料品を配布
・40人程から相談
（市販の薬の配布ふくむ）

これまで、
・約1.2万人分以上の食料品配布
・約1.5万枚のマスクを配布

⇒いずれも昨年比で、
2～2.5倍の人数にのぼる。
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新宿都庁下での食料品配布人数（実数）

食料品配布に訪れる人数は現在進行形で増加中

シート２

シート３
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屋を見つけるまで貸与するというもので、現在は９部
屋を導入しています。こうした受け皿は既存の民間施
設などでも実施していますが、複数人部屋のところや
環境があまり良くないところも多く、若年層や女性は
環境やプライバシー確保の面からも、そういった施設
を利用することを嫌がる人もいます。また、今までこ
ういった支援を利用したことがない方も多いため、よ
りアパートに近い環境の場所を提供しています。
　政策提言の活動では、例えば私個人としては６月か
ら内閣官房孤独・孤立対策担当室の政策参与に就任す
るなど、団体・個人としてさまざまな形でこのコロナ
禍での困窮や孤独・孤立について発信しています。し
かし、発信したことが政策に反映されるまでには、タ
イムラグがあると感じています。生活保護の制度でい
うと、申請時に扶養照会という申請者の家族に対し扶
養の有無を問う工程があります。本来なくても良いプ
ロセスだと思いますし、実際に扶養照会されることを
嫌がる人もいるので、そのような意見を取り入れて発
信していますが、現時点では緩和措置にとどまり、な
くなるという認識までには至っていません。そういっ
た面が反映されないもどかしさも感じています。

コロナで増加した相談とその内容

非正規雇用者やワーキングプアに影響が

　コロナ禍でどういう人たちが相談に来ているかとい
うと、正社員で働いていた人からの相談はとても少な
いです。私たちの支援現場のリアルとしては、ほとん
どが非正規で働いていた派遣、契約、パート、アルバ
イト、日雇い、それから個人事業主だった人たちです。
個人事業主といっても、手取りで20万円に届かない
ような、ワーキングプアと言われる状態の人がとても
多くなっています。失業や収入の減少に陥ったり、家
族の関係が崩れてそこにいられない、DV・虐待の問
題などを抱えていて相談に来るといったケースが多く
なっています。
　逆説的な言い方をすると、こうした相談は景気が良
いときには表に出てこなかった問題です。年収が200
万円、300万円の人でも生きていくことはできますが、
いろいろな生きづらさやしんどさ、リスクを抱えてい
る人は一定数存在します。そういった人たちが、20

万円、30万円の月収を稼げなくなったときに、ほか
の支えを持たず、かなりダメージを受けてしまってい
ます。収入の減少によってすぐさま貧困に陥ってしま
うような脆弱性が、私たちの支援活動の対象には表れ
ていると思います。

女性や若者の貧困もコロナ禍でより深刻に

　今回は女性の雇用が大きなテーマなので、その範疇
でお話しすると、私たちの相談現場でも、やはり女性
や若者の相談がとても増えています。
　まず、通常はホームレス支援に近いような路上での
支援について、女性が相談に来ることは多くはありま
せん。厚生労働省が発表している「ホームレスの実態
に関する全国調査」では女性のホームレスは５％ほど
となっていますが、炊き出しなど、多くの人が集まる
現場にはリスクを感じて行けないという実態が、女性
や若者にはあります。
　しかし、今回の新宿の東京都庁下の食料品配布に訪
れた人のうち、２割弱は女性で、これは私たちにとっ
てかなりショッキングでした。毎回ではないもののお
子さんを連れて食料品配布に並ぶ女性もいて、私は
10年ほどこうした活動をしていますが、初めてそう
いった人を見かけましたし、裏を返せば、通常来ない
場所にも来ざるを得ないほど追い詰められている状況
になっていると感じました。訪れるのは困っている方
のなかでもごく一部だと思うので、表に出てこない部
分も含めれば、生活が苦しい人は膨大な数が存在して
いるのではないかと思います。
　また、コロナ禍以前では、当団体に相談に来る人の
うち20～30代の若者は３割ほどでしたが、コロナ禍
の現在は、若年層の相談は全体の４割ほどに増加して
います。特にDV・虐待、それも、身体的な暴力だけ
ではなく、精神的、性的、経済的な暴力を含めた、家
族やパートナー、元パートナーからの暴力を訴える女
性が多くなったと感じます。
　テレワークにより家で過ごす時間が増え、これまで
は耐えられていた暴力が耐えられなくなったなど、新
たに発生したというよりは、もとからの課題がコロナ
の影響でよりダメージを与えるようになって、困窮に
つながってしまっています。入居者支援で貸し出して
いるシェルターも、利用者の多くは女性か若者で、そ
ういった方への支援のニーズは高まっているけれども、
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受け皿（特に公的な）がなかなか用意できてい
ない現状があると思います。

短期の失業を前提としないセーフティー
ネットが重要に

　ここまでみてきたとおり、コロナによる影響
は必ずしも平等ではなく、もともと生活が厳し
かった女性、若年層で、非正規雇用や社会的に
支えが少ない人、脆弱な立場にいた人により大
きなダメージが及んでいるといえます。こうし
た人たちへの支援制度は重要になってきますが、
公的支援にも課題があると感じています。
　例えば、働ける年齢の生活保護利用者に関し
ては、厚生労働省の「被保護者調査」によると、
2020年３～12月までの生活保護利用者の増加件数は
5,417世帯にとどまっています。これはかなり意外で
すが、生活保護制度に対するイメージや不安からそれ
以外の制度を利用したり、貯金を崩して耐え忍んだり
しているのではないかと推測できます。
　また一方で、社会福祉協議会が実施する最大200万
円まで貸付可能な緊急小口資金貸付・総合支援資金貸
付については、2020年３月25日～2021年６月５日
の累計支給件数が229万件に達しています。東日本大
震災があった2011年度が約10万件、2019年度は約
１万件だったので、これに対し229倍、金額にすると
約１兆円が利用されていることになります。
　しかし、長期化するコロナ禍で生活状況も改善せず、
この貸付でさえも使い切ってしまう人が出ています。
おそらく、女性や若者で借りている人も多いでしょう。
中長期で低所得者の家計を圧迫する制度は、支援制度
といえるのかという課題はあると思います。

　コロナが長期化して起こるリスクとしてはシート４
にまとめていますが、オリンピック開催後の景気にも
注目する必要があります。景気がよくなれば多くの方
が労働市場に戻ることができると思いますが、戻る先
の労働市場がどういった状況になるのか、現状ではわ
からない部分もあります。低所得者、非正規労働者は
コロナ禍が長引くなかで、既に貯金をはき出してし
まっている可能性は高いですし、これが長引けば長引
くほど、よりリスクを抱える方が増加します。
　そこに対しての支援として、今までのような短期の
失業を前提としたセーフティーネットではなくて、そ
の手前のセーフティーネットをどのようにつくってい
くかということを、あらためて考えていかなければい
けないのではないかと思います。

シート４

【正規の人の失業リスク、非正規の人のダメージの拡大】
雇用調整助成金等の雇用を守る施策の期限が切れていく。
失業給付を受けている人で切れ始める人がでてくる。

【貸付による債務がかさみ、生活再建しない人が増える】
100万円以上の公的借金を抱え、生活再建が進まない。
民間の消費者金融等で借り、多重債務になる人が増える。

【住まいを失う人が増える】
家賃滞納、更新料が払えないなど住まいを失う人が増加する。

【子育て世帯に深刻なダメージ 進学・就学に影響】
就学援助利用世帯が増加。進学先変更、学校外教育の格差が拡大。

【生活保護利用者が増加、要保護者が生活保護申請を躊躇う】
生活保護水準以下の人が増加し、申請数も増加。
一方で、水際作戦の増加や申請をためらい餓死・孤独死も。

コロナが長期化して起こりうるリスク




